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研究成果の概要（和文）：20 世紀デモクラシー論史の中でいつしか忘れられた大衆社会論。し

かし、(a)原子化、(b)操作によって作り出された疑似自発性による公的参加、(c)政治的無力感、

(d)社会の大規模化という４つの論点を考えるならば、それが提起した諸問題は、20 世紀後半

の市民社会論やシティズンシップ論の中に形を変えて存在し続けてきた。「公的参加」と「社会

的連帯」としてのシティズンシップが問われるのは、グローバル化により多文化化した大規模

社会としての大衆社会においてである。 
 
研究成果の概要（英文）：Mass society theory tended to be forgotten in the Twentieth-Century 
history of democratic theory.  Nevertheless, four points which mass society theory had 
presented continued to exist with different forms in arguments on civil society and 
citizenship in the latter half of the century: (a) atomization, (b) public participation with 
people’s quasi-activity through manipulation, (c) sense of political ineffectiveness, and (d) 
massiveness of society.  By the end of the century, citizenship as “public participation” and 
“social association” became to be discussed in the context of globalized, multicultural mass 
society. 
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１．研究開始当初の背景 
 20 世紀前半、ファシズムと全体主義の台頭
で「大衆デモクラシー」の危機が語られたが、

第二次世界大戦後のデモクラシー論の歴史
は、その「大衆デモクラシー」への応答とい
う面と、従来のデモクラシー論とは相当異質



な論点の登場という面を持つ。1950 年代に
は後に「利益集団多元主義」と呼ばれるデモ
クラシー論が主流となり、それに対して 70
年代前後には「参加デモクラシー」論が登場
し、さらには 80 年代以降の市民社会論の興
隆と並行して「ラディカル・デモクラシー」、
さらには「国境を超えるデモクラシー」が語
られるようになった――という大きな流れ
はよく知られている。しかし、さらなる民主
化や市民のエンパワーメント、市民の公的参
加に力点を置く政治理論としての現代デモ
クラシー理論は、かつて大衆社会論を展開し
た社会学理論にほとんど言及しないように
見える。言いかえれば、政治学と社会学の両
方を射程に入れた 20 世紀デモクラシー論史
は、まだ十分に叙述されていない。特に、20
世紀後半には、新たな市民社会論を背景にし
て、市民のあり方をめぐる「シティズンシッ
プ」論も活発になり始めたが、これが従来の
「大衆デモクラシー」の議論を引き継いでい
る点と、新しい論点を提起している点とが、
明快に分節化されているとは言い難い。そこ
で、「大衆社会」「市民社会」「シティズンシ
ップ」の３つのキーワードを軸に、20 世紀デ
モクラシー論の主要な議論を再検討するこ
とで、政治学と社会学を含んだ 20 世紀デモ
クラシー論史を描き出す第一歩になるので
はないか、というのが初発の問題意識であっ
た。 
 
 
２．研究の目的 
 20 世紀デモクラシー論の初期にあたる「大
衆社会論」からその末期に隆盛を極めた「市
民社会論」の間で、いかなる論点が継承され、
何が変容したのかを明らかにすることを目
的とする。デモクラシーに関する膨大な言説
をすべて解き明かすことではなく、19 世紀末
から 20 世紀にかけての「民主化」のキーワ
ードが「大衆」、1970 年代以降の世界的な「民
主化」のキーワードが「市民」であったこと
に注目することで、20 世紀を通じてデモクラ
シー論が民衆のあり方をどのように位置づ
けてきたのかを理論的に明らかにすること
が狙いである。また、「市民権」「市民性」な
ど市民のあり方を表す多義的な「シティズン
シップ」に関する議論も、20 世紀後半に活発
になったが、この概念が「大衆（社会）」と
「市民（社会）」の議論の中でいかなる関心
を持って取り上げられたか、その変遷を追う
ことも本研究の目的に含まれる。 
 
 
３．研究の方法 
 1980 年代以降に「大衆社会」への言及が少
なくなったにもかかわらず、後の市民社会論
やシティズンシップ論（あるいは政治哲学）

の議論が、やはり広義の大衆社会論における
重要な概念であったもの（例えば「個人主義
的自由主義」「共同体」「自発的結社」など）
を重視してきた――という事実に照らし、そ
れらの諸概念の使われ方の変遷をフォロー
するという、一種の理論史的な手法を用いた。
それにより、時代と文脈の変遷の中で、同じ
概念であってもその扱われ方・問題性がいか
に変化したか、あるいは（たとえ忘れられて
いようとも）いかに連続しているか、その一
端が明らかにできるのではと期待された。 
 また、研究対象については、 
① かつて日本の政治学・デモクラシー論に

おいて重視されたにもかかわらず、いつ
しか顧みられなくなったように思われる
理論家 

② 欧米の文脈では重視され、しばしば参照
されているにもかかわらず、日本では満
足に検討されていないと考えられる理論
家 

③ 日本でも非常に注目されているにもかか
わらず、本研究の文脈に連なる論点をめ
ぐっては十分に言及されていないように
見える理論家 

という基準で選択した。①に当てはまる例は、
カール・マンハイム、ガブリエル・アーモン
ドなど、②の場合はキャロル・ペイトマンな
ど、③についてはアイリス・ヤングなど、で
ある。 
 
 
４．研究成果 
(1)カール・マンハイムが使用し始めたとさ
れる「大衆社会」という言葉だが、それをめ
ぐる大衆社会論の数々の論点は、多様な仕方
で整理が可能である。特に、「市民社会」「シ
ティズンシップ」との関係で 20 世紀デモク
ラシー論史の中に大衆社会論を位置づけよ
うとする場合、(a)原子化、(b)操作によって
作り出された疑似自発性による公的参加、
(c)政治的無力感、(d)社会の大規模化、の４
つの論点を考えることができる。これらは以
下に示すように、ファシズムと全体主義の危
機という文脈が大きく変容した 20 世紀後半
のデモクラシー理論の中にも、形を変えて繰
り返し登場するものと言える。 
 
(2)今日「利益集団多元主義」として多くの
批判を受けている議論には、ジョセフ・シュ
ンペーターのエリート主義的デモクラシー
理論と、ダニエル・ベルによる大衆社会論批
判という、２つの大きな知的淵源がある。シ
ュンペーターのように、大衆の政治参加その
ものに価値を見出さず、デモクラシーをエリ
ート選出のための形式的手続きと見なす立
場は、その「価値自由」的な外観によって大
きな影響力を持った。ここでは、直接的に言



及されているかどうかを別にすれば、シティ
ズンシップとは参政権が付与されているこ
と以上の意味をほとんど有しなかったと考
えられる。他方、アメリカ社会における自発
的結社の隆盛を重視するベルは、上述の(a)
～(c)の側面を強調する大衆社会論はアメリ
カ多元社会の現実を反映していない、と主張
した。「利益集団多元主義」においては、政
治参加とは投票であり、それ以上の市民の過
剰な参加は政治的安定にとって好ましくな
く、また市民自身にとっても参加はコストに
なるものと理解された。膨大な経験的データ
に基づくガブリエル・アーモンドとシドニ
ー・ヴァーバによる調査結果『市民文化』
（1963 年）は、1950～60 年代の政治社会学
的な市民研究・シティズンシップ研究の一つ
の頂点と考えられるが、それは基本的にこの
「利益集団多元主義」のパラダイムの中にあ
ると言ってよい。つまり、市民が持つ一定の
政治的有力感に基づいた政治参加と、市民が
政治に消極的になる一定のアパシーとのほ
どよいバランスこそ、英米の「市民文化」で
あるというのである。 
 
(3)しかし、今日的な「アイデンティティの
政治」や「多文化主義」の淵源とされる、多
くの社会運動が噴出した 60 年代は、デモク
ラシーの安定性を損なうとされた「大衆運
動」の議論が徐々に後退し、市民による新た
な公的参加としての「新しい社会運動」が語
られ始める転換点となった。70 年代に「参加
デモクラシー」論が一定の潮流になったが、
これは大衆社会論の(a)と(c)に対しては市
民の結合と政治的能力の訓練可能性を、また
(b)に対しては自らの日常性（例えば職場や
家庭）から出発する自発的な公的参加を、主
張したものと考えられる。例えばキャロル・
ペイトマンは、先のアーモンドらの『市民文
化』が、労働者階級と女性を「もともと政治
的有効感が低い」存在と想定してしまってい
ることを批判し、そこで考えられている市民
文化が男性中産階級のイデオロギーである
可能性を指摘している。労働者階級の場合は
職場参加（産業デモクラシー）、女性の場合
はフェミニズム運動。ペイトマンにとってこ
れらは「公的参加」たり得るのであり、シテ
ィズンシップを選挙権にのみ縮減してしま
う自由民主主義に対して、自らの立場を「ラ
ディカルな批判者」と名付けていた。 
 
(4)「新しい社会運動」および「市民社会の
再発見」が語られるようになった 70～80 年
代は、「国家の失敗」が明らかになり「新保
守主義」が席巻した時代でもあった。シティ
ズンシップもまた、「新保守主義」の観点か
らは、賃金労働と結びついたものとして強調
され、雇用されないフリーライダーは「市民」

に値しないとされた。それに対して、従来型
のケインズ主義的福祉国家と、新保守主義の
両方を乗り越えようとする市民社会論（当時
のジョン・キーンやデヴィッド・ヘルドなど）
は、社会主義を自由民主主義と両立するもの
として再定義する必要性を主張した。この点
は、日本における大衆社会論の泰斗・松下圭
一が 50 年代から主張していた「社会・主義
（ソサエティ・イズム）」としての社会主義
理解と極めて親和的な発想と言える。また、
ほとんど顧みられることはなかったものの、
「大衆社会」概念を唱えたマンハイムの、40
年代の「第三の道」としての社会計画論は、
自由放任と全体主義の両方を克服しようと
する構想であり、80 年代の市民社会論の問題
意識にも連なる萌芽的な議論であったとも
考えられる。 
また、現代の市民的共和主義への関心の高

まりに連なる諸議論が、「新しい社会運動」
を重視し新しい公共性を追究する現代市民
社会論と連動していることは一般的に知ら
れているが、実は大衆社会論が提起した諸論
点をも内包している。例えば、80 年代以降、
政治哲学上の有力な潮流となったコミュニ
タリアニズムは、チャールズ・テイラーに典
型的に見られるように近代社会の(a)の側面
を改めて問い直している。また、90 年代のロ
バート・パットナムの社会関係資本の議論や、
しばしば「ネオ・トクヴィル主義」と呼ばれ
るアソシエーション論もまた、デモクラシー
が機能しなくなる(a)の問題性と、(b)とは反
対の自発的結社・自発的参加を通じての(c)
の克服、という論点を伴っている。これらの
諸議論は、大衆社会論を批判したベルの時代
から約 30 年を経て、むしろ大衆社会的な諸
問題がに常態化しつつあったことを暗示し
ている。 
デモクラシーを深化させるものとしての

「新しい社会運動」への着目は、改めて、選
挙権（あるいは市民権）という意味でのシテ
ィズンシップのみならず、「市民としての資
質」「市民性」としてのシティズンシップを
問い直すことへとつながった。90 年代の市民
社会論においては、「公的参加」としてのシ
ティズンシップと、「社会的連帯」としての
シティズンシップという、二重の問題意識が
含まれることになったと言える。 
 
(5)「大衆社会」の論点のうち(d)については、
日本ではやはり松下圭一が早くからその重
要性を指摘し、70 年代には「大衆社会」を「都
市型社会」へと読み替えるに至っていた。こ
の(d)の論点は、80 年代末以降、欧米でも改
めて重視されるようになった。例えば、フェ
ミニズムや現代的な「差異の政治」に大きな
足跡を残したアイリス・ヤングは、やはり現
代が「マス・ソサエティ」であるという認識



をその背景に持っていた。ヤングの考える
「マス・ソサエティ」は、多文化化し価値観
が多様化した都市社会あるいは「大規模社
会」といったもののようであり、(b)や(c)の
危険性といった問題は前面に出てはいない。
むしろ彼女は、一方では公的参加や社会的連
帯としての「新しい社会運動」にコミットし
つつも、他方では市民的共和主義が「普遍主
義的シティズンシップ」を想定することで社
会的マイノリティを公的領域から排除しか
ねないことを問題視し、集団的差異を十分に
考慮する多元主義的なシティズンシップの
必要性を説いた。ヤングはまた、個人主義的
自由主義に対するコミュニタリアニズムか
らの批判（＝大衆社会の(a)の問題）に一定
の共感を示しつつも、「善き社会」としての
共同体が異質な価値観を持つ集団を抑圧・排
除する危険性を懸念する。そして彼女は、共
同体によりもむしろ、同じ空間や制度の中に
異質な者を同化せず共存させるような、都市
生活の理念の方に期待を寄せた。 

このような議論は、大規模社会＝大衆社会
としての都市に、次の二つの側面があること
を示唆している。つまり、 
・人間関係が希薄化し、不安と暴力が渦巻く
「非市民的（アンシヴィル）」な空間 
・多様な文化が出遭い、交流し共存する、自
由で「市民的（シヴィル）」な空間 
である。そして、こうした現代大衆社会を市
民的な社会（シヴィル・ソサエティ）にする
ために問われるべき「市民性（シティズンシ
ップ）」の一側面は、「異質な他者をいかに遇
するか」という市民的態度の問題である。特
に 90 年代以降に加速したグローバル化の中
で、多くの移民が流入する都市は多民族化・
多文化化しつつある。国境を越える市民が備
えるべき資質してのシティズンシップを、
「グローバル・シティズンシップ」として構
想できるか否かについては、多くの論争があ
るが、少なくとも 20 世紀末には、 
・「新しい社会運動」が示したように、国際
NGO などを通じて国境を越える市民が、環境
問題や核兵器廃絶といった問題をめぐる「世
界的な公共圏」に公的参加する 
・アイデンティティの異なる人々と日常的に
接触するグローバル社会にあって、「文明の
衝突」といった事態を回避し、異質な他者と
市民的な関係を結び、同化や排除を伴わない
開かれた対話の回路をつないでいく 
という課題が、デモクラシーを拡大・深化さ
せるために問われることとなったと言える。 
 
(6) 本研究は、忘れられつつあったかに見え
る大衆社会論を、今日的な市民社会論や共和
主義論に一定程度連なるものとして位置づ
け直す試みとなった。これは例えば、社会変
容の結果の事実としての「原子化」と、自由

主義をめぐる政治哲学的な問題としての「ア
トミズム」とが、20 世紀という時代の中でど
のように論点を変化させつつ語られてきた
か、その一連の流れを再確認することとなっ
た。 
また、かつて「大衆から市民へ」「市民参

加」という形で政治主体の問題が語られたが、
「市民」とは誰か（誰がシティズンシップを
認められるのか）をめぐってフェミニズム的
な知見とグローバル社会論とを視野に入れ
ることで、20 世紀末には「市民」がいかに多
元的アイデンティティを持つ存在として語
られるに至ったか、改めて浮き彫りにするこ
とができた。フェミニズム的デモクラシー論
については政治思想学会のシンポジウムで、
またグローバル時代のシティズンシップに
ついては日本政治学会のセッションで、それ
ぞれ 2009 年に報告する機会を得たが、本研
究の問題意識については日本の政治学界に
おいて一定の理解が得られたものと考える。 

20 世紀デモクラシー論の歴史を描きだす
という作業は、欧米においても今後の課題と
なっている。特にその歴史の中に、日本のよ
うな非欧米圏の議論を位置づけて行く作業
については、その重要性だけは多くの研究者
によって指摘されているものの、やはり課題
として残されている。本研究は、主に松下圭
一の諸議論を取り上げてその知的貢献の一
部を明らかにし、2006 年にアメリカ政治学会
で報告もした。だが、研究開始当初の構想に
はありながら、研究期間終了までに手つかず
で残ってしまった課題も存在する。特に、20
世紀末にポール・ハーストなどが唱えた「結
社デモクラシー」の検討とその位置づけであ
る。ハーストはそのイギリス多元主義研究の
中で、松下が影響を受けたハロルド・ラスキ
や、ペイトマンが重視した G. D. H. コール
を再検討している。これらの論者は、大衆社
会を唱えたマンハイムとほぼ同時代人であ
り、大衆社会と自発的結社をめぐるこの時代
の言説が、20世紀末にハーストらによって改
めて議論の俎上に乗せられたことの意味は、
やはり検討に値するはずである。1930～40 年
代のイギリスの政治理論・社会理論の研究は、
イギリスでも日本でも近年活発になされつ
つある。それらの知見も参考にしつつ、大衆
社会論が提起した諸論点が 20 世紀末までど
のような生命力を持っていたか（あるいは持
ち得なかったか）をさらに追究することが、
今後の課題である。 
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